
 

はじめに 

 

わたしたちのまち塩竈は、豊かな自然の恵みの中で、発達を続けて

きた。 

しかしながら、近年の飛躍的な社会経済活動の拡大やわたしたちの

生活様式の変化などに伴い、環境への負荷が増加し、従来の環境行

政の枠組みだけでは対応が困難な都市、生活型の公害や身近な自然

の減少などの問題が顕在化してきている。 

さらには、一人ひとりの日常の生活や都市の活動そのものが、直接、

間接に地球規模で環境に影響を与えてきていることから、新たな対

応が求められている。 

いうまでもなく、わたしたちは、健康で安全かつ快適な生活を営む

ことのできる恵み豊かな環境を享受する権利を有すると同時に、こ

うした恵み豊かな環境を維持し、発展させ、将来の世代に引き継い

でいく使命を有している。 

特に、わたしたちは、豊かな海の恵みの中で、先人のたゆまぬ努力

により歴史や文化が築き上げられ、かつ、守られてきた恵沢によっ

て日々の暮らしが支えられていること、並びにこれらをさらに発展

させ、将来の世代に引き継いでいかなければならないという責任と

義務を担っていることを忘れてはならない。 

このような認識のもと、わたしたちは、市民、事業者及び行政のす

べての者の協働によって、この塩竈が、人と自然が健全に共生し、

かつ、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市となること

をめざし、この条例を制定する。  

  
   （平成 12 年 6月 22 日 塩竈市条例第 31 号塩竈市環境基本条例前文より） 

 
本書は、塩竈市環境基本条例第１０条に基づき、平成２０年度における本市の環

境の現状及び市が講じた施策などを明らかにするためにとりまとめたものです。 
市民の皆様が塩竈市の環境について考えるきっかけとなり、塩竈の環境に関する認識と

ご理解を更に深めていただければ幸いに存じます。 
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